
報告第 2号 
令和５年度事業計画 

 
１． 基本方針 

我が国において、人口減少・超高齢化が進行する中で、社会の活力を維持し、持続可
能な社会を実現していくためには、働く意欲のある高齢者がその経験と能力を生かし
て、生涯現役で活躍できる社会の形成が今求められています。 
シルバー人材センターでは、地域の日常生活に密着した就業機会を提供することに

より、高齢者の社会参加を促進し、高齢者の生きがいの充実、健康の保持増進、ひいて
は地域社会の活性化等に広く貢献しています。 
このような状況の中、新型コロナウイルス感染症の影響により、約２年間にわたり

経済活動や日常生活の縮小や制限を余儀なくされておりましたが、今後においては「ウ
イズコロナ・ポストコロナ時代」を見据えて、ウイルスと共存する新たな日常へと歩み

を進めていく時期へと変化しつつあります。 
また、今年１０月に施行される消費税制度の適格請求書等保存方式、いわゆる「イン

ボイス制度」が導入されるなど、シルバー人材センターに与える新たな税負担は、運営
上の大きな課題であり、的確に対応していく必要があります。 
当センターでは、今年度においても「自主・自立・共働・共助」の理念のもと、会員・

役職員が一丸となって、普及啓発、会員拡大、安全就業に努めるとともに、経験豊富な

高齢者が明るく、楽しく参加・貢献できる 
 魅力ある組織を目指して事業の推進に取り組んでまいります。 

 
２． 事業計画 

(1) 就業機会提供事業 

真岡市内おいて６０歳以上である不特定多数の高齢者等を対象に会員を募集し、
次の形態で「臨時的かつ短期的又はその他の軽易な業務」に係る就業の機会を提供
します。 
① 請負・委任 

民間や公共から請け負った業務について、会員に対し「請負・委任」契約
により就業機会を提供します。 

② 職業紹介 
栃木県シルバー人材センター連合会と職業紹介事業実施に関する協定を締

結し、６０歳以上である不特定多数の求職者に対して、「臨時的かつ短期的又
はその他の軽易な業務」に係る雇用就業を紹介します。 

③ 一般労働者派遣 

栃木県シルバー人材センター連合会と一般労働者派遣事業実施に関する協
定を締結し、派遣労働を希望する会員に対して、「臨時的かつ短期的又はその
他の軽易な業務」に係る派遣労働を提供します。 

 
(2) 就業機会確保事業 

会員の就業機会を確保するために、次の事業を実施します。 
① 普及啓発事業 
イ）  啓発用パンフレットを活用し、シルバー人材センターの活動状況等を

広く周知し、就業機会の拡大と会員の入会促進を図ります。 
ロ）  「シルバーの日」（10月の第 3土曜日）において、シルバー人材セン

ターの普及啓発事業並びにシルバーの輪を広げる運動を推進します。 

ハ）  ホームページやラジオを活用し、地域に対してシルバー人材センター
の活動を周知します。 
 



② 安全・適正就業推進事業 
イ）  安全適正就業基準に基づき、適正就業及び公平な就業機会を提供し働

きやすい環境づくりに努めます。 
ロ）  「急がず、むりせず、安全に」を念頭に、安全・適正就業と健康管理

に対する会員の意識の高揚を図ります。 
ハ）  安全・適正就業委員による就業現場の安全パトロール及び指導等を実

施し、事故の防止を図ります。 
ニ）  各種安全講習会を実施するとともに会報等に安全就業に関する啓発記

事を掲載し、事故防止と交通安全に対する会員の意識の高揚を図ります。 
ホ）  感染症等の情報を随時提供するなど会員の健康維持を図ります。 

③ 就業開拓推進事業 
イ）  会員の希望と能力に応じた魅力ある就業の場を開拓し、就業機会の均

衡を図ります。 

ロ）  発注者のニーズを的確に把握するとともに、営業用パンフレットを活
用して民間の事業所等を訪問し、新規就業先の開拓と既存契約先におけ
る継続就業の維持に努めます。 

ハ）  地域社会や真岡市と連携し、新たな事業の開拓に努めます。 
④ 研修及び講習会の開催 

会員の知識・技能の向上を図るため、各種講習会や研修会を実施すると

ともに、会員確保のために６０歳以上の市民向け各種講習会をあわせて実
施します。 
 

(3) 会員拡大事業 
   講習会やパンフレット及びメディアを活用し働く意欲のある会員の確保に努め

ます。 
① 会員確保事業 

    市民向けの各種講習会を実施しイメージアップに努めるとともに、定期的に
会員を募集し会員の確保に努めます。 
② 女性会員の確保事業 
イ）  会員拡大の余地が大きい女性会員の確保のため、女性向けの就業機会

を確保し女性の社会参加を促します。 
ロ）  手芸グループを中心として作品等をPRする機会を確保するとともに、

グループの組織充実に向けて活動を支援します。 
 

(4) 法人運営 

① 会議・研修会の開催 
イ） 総会 

定時総会を令和５年６月に開催します。また、臨時総会を必要に応じ
て開催します。 

ロ） 理事会 
センターの事業方針や予算決定及び執行など、各種事業の運営にとっ

て重要な案件を審議・決定するため、年 6回程度開催します。 
ハ） 組織の運営強化 

専門部会、各種委員会、地域班及び職群班などの組織体制の充実を図
り、自主的運営に努めます。また、職員を各種研修会等に参加させ、資
質の向上を図るとともに事務の合理化に努めます。 

 

 


